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会議の日程や一般質問の順番は、議事運営上の都合により変更することがあります。

傍聴される方へのお願い
　新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止のため、傍聴受付時に検温を実施しております。傍聴する際にはマスクを着用し、アルコール消毒液による手指の消毒を
お願いしています。また、本会議の傍聴席は、一定の間隔を空けるため、席数を減らし１８席のみとなっております。感染予防のため、できるだけ傍聴はお控えいただき、
インターネット中継をご覧ください。
　各常任委員会については、委員会室は狭く、一定の距離を保つことが困難なため、廊下での傍聴となります。なお、予算審査特別委員会については議場で開催するため、
本会議と同様、傍聴席での傍聴になります。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

３月 会 議 が 始 まりまし た

インターネット議会中継を行っています
　市議会では開かれた議会を目指し、本会議の様子をインターネットにて配信しています。鎌ケ谷市議会のホームページでご案内をしておりますので
ご覧ください。
　なお、視聴の際は免責事項をお読みいただき、ご了承くださいますようお願いします。

鎌ケ谷市議会のホームページアドレス　https://www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/index.html

市議会の
ホームページ

（２面に続く）

◎３月会議の日程が決まる
　２月１６日（木）午後１時に会議を開き、次のとおり日程を決定しました。

日 曜日 時　間 内　容 日 曜日 時　間 内　容
２月２１日 火 午前１０時 議案に対する質疑 ３月　１日 水 午前１０時 予算審査特別委員会

　　２２日 水 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
都市・市民生活常任委員会

　　　３日 金 午前１０時 一般質問
　　　６日 月 午前１０時 一般質問

　　２４日 金 午前１０時 教育福祉常任委員会 　　　７日 火 午前１０時 一般質問
　　２７日 月 午前１０時 予算審査特別委員会 　　　８日 水 午前１０時 一般質問
　　２８日 火 午前１０時 予算審査特別委員会 　　１０日 金 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会

マークの付いた会議はインターネット中継を行っています。

◎今会議で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例の制定について
　　　　　　　【概要】�犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、見舞金の支給に関すること等の施策の

基本となる必要な事項等を定めようとするものです。
議案第２号　鎌ケ谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�国民健康保険法施行令の一部改正等を踏まえ、保険料の賦課限度額を引き上げること及び出産育児一時金の支給額を引き上げること、その他所

要の改正をしようとするものです。
議案第３号　鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�狂犬病予防法の特例制度への参加に伴い、マイクロチップを装着した犬の登録に係る手数料を徴収しないことを明文化するほか、建築基準法の

一部改正に伴い、大規模な修繕等が一団地の総合的設計制度等の対象となったため、同制度に係る申請区分等を改めようとするものです。
議案第４号　鎌ケ谷市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�子ども医療費助成事業の自己負担金について、月額上限を設定するほか、高校生等医療費助成について、現物給付方式に変更することに伴い、

年齢の変更や月額上限を設定すること、その他所要の改正をしようとするものです。
議案第５号　鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、新たに安全計画や非常時における業務継続計画を各事業所において策

定する規定を追加すること、その他所要の改正をしようとするものです。
議案第６号　鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令等の施行に伴

い、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除すること、その他所要の改正をしようとするものです。
議案第７号　鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、新たに安全に関する事項についての計画を各施設において策定することを義務

付ける規定を追加すること等その他所要の改正をしようとするものです。
議案第８号　令和４年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第９号）
　　　　　　　【概要】�補正前の予算総額４２８億９，４５６万円に対し、歳入歳出それぞれ３億１，０９７万１千円を追加し、補正後の予算総額を４３２億５５３万

１千円にしようとするものです。
議案第９号　令和５年度鎌ケ谷市一般会計予算
　　　　　　　【概要】�予算総額を３８０億９，０００万円（前年度当初予算額と比較して５．１％増）としようとするものです。
議案第１０号　令和５年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計予算
　　　　　　　【概要】�予算総額を１０９億１，２００万円（前年度当初予算額と比較して２．９％増）としようとするものです。
議案第１１号　令和５年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算
　　　　　　　【概要】�予算総額を９５億８，７００万円（前年度当初予算額と比較して１．０％増）としようとするものです。
議案第１２号　令和５年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計予算
　　　　　　　【概要】�予算総額を１７億１，１００万円（前年度当初予算額と比較して３．３％増）としようとするものです。
議案第１３号　令和５年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算
　　　　　　　【概要】�収益的収入額を１８億４，０３７万円（前年度当初予算と比較して０．９％増）、収益的支出額を１７億６，８０７万４千円（前年度当初予算

と比較して０．５％増）とし、資本的収入額を１１億２，４４８万４千円（前年度当初予算と比較して２．３％増）、資本的支出額を１７億
８，７４０万９千円（前年度当初予算と比較して５．９％増）としようとするものです。


